
 
 

 
 秋田県医師国民健康保険組合第 126 回通常組合会は、平成 31 年 3 月 2 日 

秋田市中通 7 丁目 2－1 ホテルメトロポリタン秋田で開催された。 
 
 

議員定数 30 名、出席者 24 名、欠席者 6 名 
 

 
出席した議員は、次のとおりである。 

１番 村 山  仁  13 番 曽根  純 之  21 番 根 田 芳 昌  
２番 三 浦 由 太  14 番 渡 邊  毅  22 番 工藤   透  
４番 松岡  一 志  15 番 渡 辺  一  23 番 桑山  明 久  
５番 木 村  衛  16 番 滑川  五 郎  24 番 木  村     元 
７番 石 垣  智  17 番 後藤  眞 暎  25 番 川 上 宏 一  

８番 高 橋 郁 夫  18 番 吉方 清治郎  26 番 児 玉  光  
10 番 成 田  潤  19 番 佐藤  裕 明  27 番 吉田  賢 志  
11 番 工藤  茂 将  20 番 遠 藤 勝 實 30 番 池 上 俊 哉  

 
 
 
出席した役員は、次のとおりである。 
理 事 長  大 野  忠   理  事 橋本  正 幸  監  事 高橋  正 喜  
副理事長 福 島  幸 隆 理  事 笹 尾  知  監  事 酒見 喜久雄  
常務理事 大髙 詳一郎  理  事 俵谷  幸 蔵  
常務理事 櫻 庭  清  理  事 遠 山  潤  

 
                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

本日の会議は、次のとおりである。 
 
１ 開会 
２ 資格確認 
３ 議事録署名人選出 
４ 理事長あいさつ 
５ 報告 
   報告第１号 医師国保問題検討委員会の報告について 
６ 議事 
   議案第１号 組合規約の一部改正ついて 
   議案第２号 平成３１年度事業計画について 
   議案第３号 平成３１年度一般会計歳入歳出予算について 
   議案第４号 平成３１年度役職員退職積立金特別会計歳入歳出予算につ

いて 
７ 協議  
８ その他 

９ 閉会 
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大野理事長 
 

滑 川 議 長 
 
 
 

 
ただ今より、第１２６回通常組合会を開会いたします。 
本日の会議は、議案書１頁の次第に従いまして、進めてまいります。 
議事進行につきまして、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申しあげ

ます。 
はじめに、資格確認を行います。ただ今の出席者数は、２０名で、過半

数を超えておりますので、国民健康保険法施行令第１３条第１項の規定に

よりまして、会議は成立しております。 
 
（２２番  工藤 透 議員 午後３時３１分 入室・着席 ） 

 

また、本日の会議には、組合規約の一部改正の議案が提出されておりま

す。規約改正案を審議・議決するためには、国民健康保険法施行令第１３

条第２項の規定により、議員定数の３分の２以上の出席、即ち２０名以上

の出席が必要となっておりますが、ただ今申し上げましたように、その人

数に達していることを申し添えます。 
 
次に、議事録署名人の選出でありますが、慣例によりまして、私から指

名させていただいて、よろしいでしょうか。 
 
（異議なしの声） 
 
（２０番  遠藤 勝實 議員 午後３時３２分 入室・着席 ） 

（２１番  根田 芳昌 議員 午後３時３２分 入室・着席 ） 

 
異議なしとの声がありますので、指名いたします。 
  ２番の 三浦 由太 議員         
 １９番の 佐藤 裕明 議員       
のお二人の方にお願いいたします。 
 
それでは、ここで大野理事長から挨拶をお願いいたします。 
 
（別紙のとおり、挨拶） 
 
ありがとうございました。 
ただ今、理事長から挨拶をいただきましたが、ご質問等何かございまし

たら、お願いいたします。 
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（発言なし） 
 
ご発言がないようですので、次の５の「報告」に入ります。 
「報告第 1 号 医師国保問題検討委員会の報告について」を議題とい

たします。説明をお願いいたします。 
 
（報告第 1 号を報告） 

 
ありがとうございました。 
ただ今、説明をいただきました報告第 1 号について、ご質問等何かござ

いましたら、お願いいたします。 
 
（発言なし） 
 
ご発言がないようですので、次の６の「議事」に入ります。「議案第１

号 組合規約の一部改正について」を議題といたします。 
 
（議案第１号を説明） 
 
（３０番  池上 俊哉 議員 午後３時５４分 入室・着席 ） 

 

ありがとうございました。 
それでは、ただ今説明をいただきました議案第１号についての質疑を行

います。ご質問、ご意見等何かございませんか。 
 
（発言なし） 
 
ご発言がないようですので採決に入ります。 
議案第１号は規約改正案件でありますので、国民健康保険法施行令第 

１３条第２項の規定により、組合員定数の３分の２以上で決することとな

ります。「議案第１号 組合規約の一部改正について」、原案に賛成の方の

挙手を求めます。 
 
（全員挙手） 
 
ありがとうございました。 
全員賛成ですので原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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次に「議案第２号 平成３１年度事業計画について」及び「議案第３号 

平成３１年度一般会計歳入歳出予算について」を議題といたします。 
この２件につきましては、関連がありますので、一括議題といたします。

説明をお願いいたします。 
 
（議案第２号を説明） 
 
（議案第３号を説明） 

 
ありがとうございました。 
それでは、ただ今説明をいただきました議案第２号及び議案第３号につ

いての質疑を行います。ご質問、ご意見等何かございませんか。 
 
（２４番 木村 元 議員 挙手） 
 
はい。どうぞ。 
 
由利本荘市の木村です。今回、システムを購入予定ということですが、

消費税のからみで１０月以前に全て終わらないと、この予算は多少増減す

るという解釈でよろしいでしょうか。 
 
事務の方で回答をお願いします。 
 
このシステムは全国共通システムと言いまして、全協で開発作業を行っ

ているところです。完成時期が未定となっておりますので、ご指摘のとお

り多少の増減はあろうかと思います。 
 
消費税に関する確認でした。 
 
 
ありがとうございました。 
 
他にご発言ございませんか。 
 
（発言なし） 
 
ご発言がないようですので採決に入ります。 
最初に「議案第２号 平成３１年度事業計画について」、原案に賛成の
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櫻庭常務理事 
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方の挙手を求めます。 
 
（全員挙手） 
 
ありがとうございました。 
全員賛成ですので原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 
続きまして、「議案第３号 平成３１年度一般会計歳入歳出予算につい

て」、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
 
（全員挙手） 
 
ありがとうございました。 
全員賛成ですので原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 
次に、「議案第４号 平成３１年度役職員退職積立金特別会計歳入歳出

予算について」、を議題といたします。説明をお願いいたします。 
 
（議案第４号を説明） 

 
ありがとうございました。 
それでは、ただ今説明をいただきました議案第４号の質疑を行います。

ご質問、ご意見等何かございませんか。 
 
（ ２番 三浦 由太 議員 挙手） 
 
はい。どうぞ。 
 
２番の三浦でございます。役職員退職金について、歳出の給与金に全額

ありますが、これは今年度で使い切ってゼロにしてしまうということです

か。 
 
これは貯金しているわけです。前年度分を平成３１年度に繰り入れて、

さらに平成３１年度分の退職金を積み上げたうえで、それを貯金するとい

う意味です。 
 
了解です。 
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他にご発言はございませんか。 

 
（発言なし） 
 
ご発言がないようですので採決に入ります。 
「議案第４号 平成３１年度役職員退職積立金特別会計歳入歳出予算 

について」、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
 
（全員挙手） 
 
ありがとうございました。 
全員賛成ですので原案のとおり可決することに決定いたしました。 
以上で予定されておりました議案の審議は、終了いたしました。ありが

とうございました。 
 
続きまして、７の「協議」に入ります。執行部から何かございますか。 
 
（執行部からは特になしの声） 
 
執行部からは、「特にない」とのことです。議員の皆さんから、何かご

ざいませんか。 
 
（発言なし） 
 
特にないようですので協議を終了いたします。 
 
続きまして、８の「その他」についてでありますが、何かございますか。 
 
私から、平成３１年度の組合会の日程についてご連絡します。 
平成３１年度の組合会につきましては、議案書６２頁に記載されており

ますとおり、７月２７日（土）及び２月２９日（土）に開催する予定とし

ております。 
 
平成３１年度の組合会の日程のご説明でした。このほかに議員の皆さん

何かございませんか。 
 
（発言なし） 
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特にないようですので、本日予定しておりました案件はすべて終了いた

しましたので、これをもちまして、第１２６回通常組合会を閉会いたしま

す。ご協力、ありがとうございました。 
 
以上、全議案の審議を終了し、午後４時２３分に閉会した。 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり、議事録が正確であることを証するため、議長とともに議

事録署名人ここに署名する。 
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第１２６回通常組合会理事長挨拶 

 

平成３１年３月２日 

 

 暖冬とはいえ、まだ春浅いこの時期、ご多用の中をご出席いただきまして誠

にありがとうございました。 

平成の 30年、戦争がなかったとはいえ、第二次大戦後の激動の時代を走り続

け、大きな変化を遂げたこの時代の感慨は少なくありません。医師国保にとって

も重要な時代であったと思います。あと 2 ｶ月足らず、この後はどのような時代

になるのでしょうか。 

さて、今年度は平成 22年度から発生を続けていた 1,000万円を超えるレセ

プトが発生しなかったため、ここ数年大変に悩まされていました療養給付費等

の保険給付費が落ち着きをみせました。 

 これにより、平成 30年度決算見込みについては、平成 30年 12月末現在の

実績から想定しますと、単年度収支で 8,600万円の黒字となり、このままいき

ますと平成 31年度への繰越金は約 3億円程度になると見込まれます。 

超高額レセプト発生がなかったことがその大きな要因であるとはいえ、平成

27年度以降の保険料改定など、皆様には多大なご負担をお願いし、ご協力をい

ただきましたことに改めて厚くお礼申し上げます。 

 しかし、現在の医療技術や薬剤の進歩発展から、超高額レセプトについては

今後さらに増加していくものと思われます。今年度は未発生であったものの、

いつ発生するか予測できません。全医連がこのほど調査した平成 29年度にお

ける全国医師国保組合の月額 400万円以上の高額レセプトの発生状況を見て

も、第 1位は当組合の 2,416万円であり、400万円以上の高額レセプトの発生

組合数は 34組合、137件に及んでおります。また、健保連が発表した平成 29

年度高額レセプトも第 1位は 7,915万円で、1,000万円以上の超高額レセプト

は 532件発生しており、しかも年を追って急激に増加してきております。この

傾向は今後ますます深刻になるものと思われます。 

前回の組合会でも申し上げましたように昨年 2月、宮城全医連会長から全

医連国保問題検討委員会へ、現在全医連が抱える重要課題対策として、①医

師国保組合の将来について―組織再編も見据えて―、②高額レセプトへの対

応について―再保険化もふくめて―、③特定健診・特定保健指導の推進―第

２期データヘルス計画策定と連動して―、という 3つの諮問が出されており



 
 

ます。これに対し、この 1年間に 7回の委員会が開催され、概ね以下のよう

な答申案がまとまりました。 

すなわち「進歩した医療によって国民は多大の恩恵を受けているものの、医

療費の増大は社会保障費の増大をきたし、社会保障費の抑制が一層強まり、多

くの国保組合に深刻な影響を及ぼし、医師国保組合も「存続か解散か」の転機

に立たされている。特に超高額レセプト問題は深刻であるが、現行の全協の高

額医療費共同事業の再構築や全医連独自の再保険制度構築等は保険料を相当程

度引き上げなければならず極めて難しい。しかし世界に冠たる我が国の皆保険

制度堅持のためには、各組合が自らの足下を見つめながら存続の努力を続ける

とともに、この問題が「負担と給付」という大命題、さらには皆保険制度の崩

壊という可能性にもつながることから、日本医師会をはじめとする関係諸機関

との更なる連携や医政活動の強化等に努めることが必要である」と述べられて

おります。 

また「具体的な組織再編については次期委員会へ委ねるが、財政状況の厳し

い組合はまず自身の足元を見つめ、事業の見直しに取り組くむことを望みた

い」とした上で「被保険者 31万人という医師国保の組織を維持することも全

医連にとっての大きな課題である。全医連全体では年間約 3,000～5,000人に

及ぶ被保険者の減少が続いているが」、これについては当組合でも平成 27年か

ら 29年までの 2年間で 2,000人の被保険者のうち医師が 13人、従業員が 20

人、家族が 88人と約 6％減少しております、「組織の円滑な運営のみならず、

医師会員、家族、従業員の福利厚生を担うという医師国保組合本来の使命から

も、組織力の維持、強化については緊急な対策が望まれる。」と結ばれていま

す。 

全医連国保問題検討委員会では、このあと年度明けには宮城会長へ答申を行

うこととしておりますが、当組合においても高額レセプトのみならず、今回の

諮問事項は今後の組合の運営にとって避けて通れない内容であることから、当

組合問題検討委員会の皆様にはご難儀をおかけいたしますが、さらに様々な検

討や議論を重ねて行く必要があると考えております。そのために、他の医師国

保組合の取組みについても十分把握し、その成果や課題などを参考にしなが

ら、来年度も引き続き秋田県医師国保問題検討委員会を開催し、全医連で次年

度の検討に先送りされた組織再編を含めて当組合の今後の取組方針の検討を続

けていかなければならないと思っています。 

また、そのためにもまず何よりも医師国保の存在意義、医師国保のメリット



 
 

とは何かをしっかりと考え、方針の策定・対策の実行をしていく必要があるの

ではないかと思います。 

さて、今回の組合会ですが、超高額レセプト問題は一息つける状況として

も、以上のような諸情勢を考慮し、今後とも持続可能な組合運営を図るために

は、一定の財源確保は不可欠なものと考え、問題検討委員会のご検討を得て平

成 31年度と平成 32年度の保険料の見直し案件を上程しております。 

また、平成 31年度予算案では、保健事業の更なる充実を図るため、加入者

の健康保持を目的とした特定健診や一般健診の受診期間の延長や対象者の拡大

に向けた必要経費を計上したことに加え、加入者の保険者負担の軽減について

の意識の涵養を図る観点から、新たに後発医薬品差額通知書発行経費を計上す

るほか、当組合の運営に必要な経費について、効率的な財政運営を前提に積算

した上で、確保しております。この後担当より詳細な説明を申し上げますが、

ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

挨拶が長くなりましたが、平成 31年度は、当組合が東北北海道の 7つの医

師国保組合で構成する東北北海道医師国保組合連絡協議会の当番組合として、

6月 8日（土）にはブロックの定例協議会を、また 11月 2日（土）には第 41

回医師国保問題研究会を、いずれも秋田市で開催することとなっております。

特に 6月の定例協議会には、全医連の宮城会長と近藤副会長のご出席をお願い

し、率直な意見交換を行いたいと考えております。あわせて、来年、2020年度

は全医連の全体協議会、すなわち全国会議を当組合が担当組合となり秋田市で

開催する予定です。来年で 58回を数える大会の中で、当組合が担当組合とな

るのは初めてであり、東北北海道ブロックの各医師国保組合の協力を得ながら

準備を進めていかなければなりません。 

2019年度は、このようにブロックの東北北海道医師国保組合協議会の開催業

務と、全国規模の大会の準備を同時並行的に進めなければならず、事務方を含

め、準備等で多忙な 1年になるわけですが、様々な課題の解決策の検討も含め

全力で進めてまいりたいと思いますので、なにとぞ議員各位のご理解・ご協力

を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 


